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    午後１時３０分開会 

○委員長（河本芳久君） 皆さんこんにちは、只今より総務企業委員会を開会いたし

ます。それでは、先の本会議におきまして、本委員会に付託をされました市長提出

議案１５件につきまして、これから審査したいと思います。御協力のほどよろしく

お願いいたします。最初に市長御報告等ございませんか。 

○市長（村田弘司君） ございません。よろしくお願いします。 

○委員長（河本芳久君） 議長。 

○議長（秋山哲朗君） 特にございません。よろしくお願いします。 

○委員長（河本芳久君） 各委員、何か御報告等ございましたら。こざいませんです

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それでは、議案第５号から審査に入りたいと思います。 

議案第５号平成２４年度美祢市水道事業会計補正予算（第２号）を議題といたし

ます。執行部より説明を求めます。はい、三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） 議案第５号平成２４年度美祢市水道

事業会計補正予算(第２号)の御説明を申し上げます。背表紙のない薄い縦型の補正

予算書でございます。御用意下さいませ。 

この度の補正では、地方公営企業法が大幅に改正され、平成２６度から新会計基

準が適用されますので、備えて財務諸表の整理をするものでございます。また、資

本的収支に関しましては、主に上水道区域拡張事業等の事業費がほぼ確定しました

ので、財源になる収入を補正するものでございます。 

２ページからの予算実施計画書をお開き下さい。収益的収入及び支出では、特別

利益、特別損失を計上しております。この特別利益は過年度修正益でございます。

内訳は、引当金戻入益１，７６１万５，０００円、過年度の減価償却費の修正によ

るものが３６万１，０００円、併せて１，７９７万６，０００円の補正でございま

す。この補正によりまして、既決予定額は６億２，０１７万５，０００円でござい

ましたが、補正後は６億３，８１５万１，０００円になりました。 

この引当金戻入益でございますが、平成２６年度からの新会計基準では、退職給

付は一般会計が負担することとしている場合は引当金は計上することを要さないと

なっております。美祢市水道事業の職員については、一般会計との間で退職給付金
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は一般会計が負担することと調整が整いましたので、今まで引き当てた退職給与引

当金を取り崩し、戻入益とするものでございます。 

  次に支出でございます。上水道事業費簡易水道事業費とも過年度損益修正損を計

上するものでございます。これは会計上の不納欠損でございます。新会計基準で未

収金の評価が加わるため、前もって未収金を精査、整理、簿外とするものでござい

ます。今回は平成２４年度末に行う予定の不納欠損の予算を計上するものでござい

ますが、長年を経過しており且つ回収の見込みのない債権を会計上の不納欠損とす

るものの予算でございます。 

次に資本的収支の御説明をいたします。上水道区域拡張事業の事業費の確定によ

りまして、一番下の欄をご覧下さい。財源の企業債７２０万円、一つ欄を飛びまし

て国庫支出金１，０８９万円、出資金９１０万円をそれぞれ減額しております。上

の欄、３番の負担金及び寄付金にお戻り下さい。２５０万円を増額補正しておりま

す。これは県工事の県道下関美祢線道路改良、市道の工事等によります配水管移設

工事に対する補償金を注入したものでございます。 

この補正によりまして、既決予定額が２億９，２３５万９，０００円のところ、

補正後は２億６，７６６万９，０００円といたしました。 

６ページをお開き下さいませ。２４年度の予定損益計算書でございます。この補

正によりまして、予算から計算した当年度の純利益でございますが、６ページの下

から３行目でございます。３０９万９，０００円となりまして、前年度繰越利益剰

余金７９８万５，０００円と併せますと、当年度の未処分利益剰余金は１，１０８

万４，０００円になります。 

次ページ７ページの予定貸借対照表でございます。この補正によりまして、２流

動資産、（２）営業未収金の欄があります。この欄が補正により減じておりまし

て、３固定負債（１）引当金の退職給与引当金、この残額がゼロになる予定でござ

います。以上、御説明を申し上げました。 

○委員長（河本芳久君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんで

すか。はい、どうぞ、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） ちょっとお尋ねなんですが、今回、時効期間が経過したとい

うことで、かなりの金額が不納欠損ということになってるんですが、この時効中

断、あるいは債権回収、そうしたマニュアルが作ってあるかどうかということと、
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今回ちょっと大きなんで、どこが一番多いかったのか、それからいつ頃、古いのは

いつ頃のがあるのか。その二点ぐらいを教えていただきたいんですが。 

○委員長（河本芳久君） はい、三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） 竹岡委員の御質問にお答えをいたし

ます。マニュアルは今年度の末に向けて、現在最後の調整をしているところでござ

います。この末の不納欠損する時には仕上がって決裁を受け、いけていると思いま

す。の予定でございます。不納欠損でございますが、今の予定では一番多く不納欠

損をするところが、旧の美東の簡水でございます。こちらが１，０２７万９，００

０円を予定しております。 

一番古いものでございますが、昭和６１年というものが残っております。以上で

ございます。 

○委員長（河本芳久君） 今の説明に対してよろしいですか。そういったことで了解

と言うことでございます。その他。はい、坪井委員。 

○委員（坪井康男君） 今の竹岡委員さんの質問に関連してですが、マニュアルを今

整備中とおっしゃいますが、主にどんな項目で、どのようなマニュアルになるの

か、ちょっと教えていただけませんか。つまり時効対応の話ですよね、私以前に一

回聞いたことあろうかと思いますが、一般の個人がその上下水道料払わないという

ことについて何かたくさん残っているのに、大昔のあれが残っているのに、かつ時

効中断の手続きとられてないのに、そのまま放置してあるのはいかがですかとお聞

きしたと思います。その時は時効中断の手続きがとられているやにお聞きしました

けれど、時効中断手続きというのは、訴訟しないと中断しないんですよ。単に請求

するだけでは法律的には時効中断しないんですよ。そのこと前にお聞きしたと思い

ますが、その辺も含めてのどのようなマニュアルになるのか、ちょっと教えていた

だきたいと思いまして、質問します。 

○委員長（河本芳久君） はい、三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） 今お尋ねの時効の中断でございます

が、時効の中断は請求して６ヶ月のうちに訴訟を起こさないといけないということ

は存じ上げております。しかしながら水道料金におきましては、その時効の中断で

訴訟を起こす前に、給水の停止という手段をとるようにしております。現在２回ほ

ど滞納が続いておりましたら、停水の予告を出しますし、それにより計画を立てて
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もらっております。その計画を立てていただくことにより、その計画の契約が履行

されない時には、もう一度停水をすることにしておりまして、少ないながらでも入

金はしていただけるようなシステムを確立していきたいと思っております。 

また今年度参考までに今年度の約束でございますけれども、５０件ほど新たに約

束をいただいております。またマニュアルの中では中断の取り扱い、また簿外資産

の簿外になったものの取り扱いをこれから詰めていく予定でございます。以上でご

ざいます。 

○委員長（河本芳久君） はい、坪井委員。 

○委員（坪井康男君） それで結構なんですが、従前はなんか時効中断の手続きが取

れているから問題ありませんというようなご回答だったかと思うんで、今思い出し

てですね、今質問いたしました。それで個々の家庭でお金が払えないというのは、

とってもやっかいな本当に問題だと思います。給水を停止するとかしないとかいろ

んなあれがあるんでしょうけど、何か払えない人に対して、何か知恵がなかろうか

なと思うわけです。時効中断とかなんだかんだ法律的な手段に訴えるんじゃなし

に、もっと行政としての知恵があるんじゃなかろうかと思いますので、出来たらそ

のマニュアルの中に、しっかりとしたそういうその点を組み込んでいただけたらと

思います。私法律のこと知ってますけど、法律で訴えるのはラストリゾートです

よ。リゾートというのは最後の手段です。そんなことするべきじゃないと思います

から、よろしくお願いいたします。 

○委員長（河本芳久君） それじゃ、ほかにございませんですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それじゃ、質疑を一応打ち切ることにいたします。本案に

対する御意見はございませんですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） なしということでございます。反対・賛成の意見なしとい

うことでございますので、議案第５号平成２４年度美祢市水道事業会計補正予算

（第２号）を採決をしたいと思います。 

  本案について原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） 全員異議なしと認めます。よって議案第５号は原案のとお
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り可決されました。 

  次に議案第６号平成２４年度美祢市病院等事業会計補正予算（第２号）を議題と

いたします。執行部より説明を求めます。はい、千々松経営管理課長。 

○病院事業部経営管理課長（千々松雅幸君） それでは議案第６号平成２４年度美祢

市病院等事業会計補正予算（第２号）について御説明させていただきます。 

白い背表紙の平成２４年度美祢市病院等事業会計補正予算（第２号）と概要説明

資料を用いて説明させていただきたいと思います。 

今回の予算の補正は、収入において、業務予定量等の決算見込みによる収益の見

直しを行うとともに、支出においては、給与費、材料費等の決算見込みによる調整

を行い、収益と支出の減額補正を行うものであります。 

それでは、はじめに予算書第２条に規定する業務予定量の補正について御説明い

たします。補正予算書の１ページをお開き頂き、（２）一日平均患者利用者数の項

目をご覧下さい。  

  まず、美祢市立病院ですが、入院患者数の１日平均１３１．９人を１２３．９人

に、外来患者数の１日平均１９１．８人を１８５人に、透析の１日平均１６．３人

を１４．２人に補正するものであります。 

  次の美祢市立美東病院については入院患者数の１日平均を９８人から９０．３人

に、外来の１日平均１７９．６人を１４０．４人に補正するものであります。 

  次にグリーンヒル美祢についてですが、入所者数を当初は１日平均６３人と見込

んでいたものを６４．４人に、短期入所者を４人から３．９人に、そして通所の１

日平均を１９人から１８．５人に補正するものであります。 

そして、訪問看護ステーションについては、訪問の１日平均１８人を１７．８人

に補正するものであります。 

 続きまして、以上の事業量に基づく予算第３条に規定する病院事業等の収益的収

支の補正予定額について、施設ごとに御説明いたします。資料は、別冊の概要説明

資料になります。２ページをお開き願います。 

 まず、美祢市立病院について御説明いたします。病院事業収益として、２０億

５，１５１万５，０００円を見込んでおります。これは、当初予算では常勤医師を

８名として見込んでおりましたが、７名になったことに伴い、外来・入院患者数が

減ったこと等により１億１，５１２万７，０００円を減額補正するものでありま
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す。一方、病院事業費用つきましては、人事異動等に伴う給与費の減、また、先ほ

ど御説明いたしました業務予定量の減少による材料費等の減により９，４０５万

５，０００円を減額補正するものであります。 

 続きまして、美東病院についてであります。病院事業収益として、１３億７，７

３６万６，０００円を見込んでおります。これは、外来・入院患者数の減等により

７，５９２万３，０００円を減額補正するものであります。一方、病院事業費用に

おきましては、１４億１，０３１万８，０００円を見込んでおります。業務予定量

の減少による材料費の減及び委託料の減等により４，２６９万円を減額補正するも

のであります。 

 続きまして、グリーンヒル美祢についてでございます。介護老人保健施設事業収

益として、３億６，３３８万６，０００円を見込んでおります。入所運営事業収

益、短期入所運営事業収益及び通所運営事業収益の見込みから２９万６，０００円

を減額補正するものであります。一方、介護老人保健施設事業費用につきまして

は、３億６，３２２万９，０００円を見込んでおります。これは、光熱水費や修繕

料の増等により７２万８，０００円を増額補正するものであります。 

 最後に、訪問看護ステーションでございます。訪問看護事業収益として、４，０

６６万１，０００円を見込んでおります。これは、利用者数が減ではありますが、

利用者単価の増等により１５１万４，０００円を増額補正するものであります。一

方、訪問看護事業費用につきましては、３，１５５万９，０００円を見込んでおり

ます。これは、４月から６ヶ月間、正規職員３名、臨時職員１名体制であったこと

等により４３４万４，０００円を減額補正するものであります。 

次に予算第４条に規定する病院事業等の資本的予算の補正について御説明いたし

ます。３ページをお開き下さい。収入については病院事業資本的収入について市立

美東病院のＭＲＩ更新事業について、国庫支出金９４０万円を充当し、企業債を同

額減額するとともに、介護老人保健施設事業資本的収入を１５０万円減額し、その

結果収入合計を４億９６９万５，０００円とするものであります。支出につきまし

ては介護老人施設事業資本的支出を１５０万円減額し、支出合計を５億９０８万

７，０００円とするものであります。 

以上の予算に基づきます平成２４年度の予定損益計算書について、御説明申し上

げます。最初にご覧いただきました補正予算書のほうになりますが、１１ページ、
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１２ページをお開き願います。１２ページの下から５行目でございます。美祢市病

院等事業における当年度純損失を４，１２４万９，０００円と見込み、当年度未処

理欠損金を１３億４，９３７万４，０００円とするものであります。以上で説明を

終えたいと思います。 

○委員長（河本芳久君） 説明が終わりました。本案に対する御質問はございません

ですか。はい、どうぞ、山中副委員長。 

○副委員長（山中佳子君） 補正予算書の１ページになります。第２条で年間患者の

利用者数ということで、美祢市立美東病院が９，６０５人減っております。この原

因はなんだとお考えでしょうか。分かりましょうか。 

○委員長（河本芳久君） はい、池田美東病院事務長。 

○美東病院事務部事務長（池田正義君） 山中委員さんの御質問にお答えいたしま

す。分析等はいろいろとこちら美東病院でもいろいろ行っているんですが、これと

いった理由というのが、見つからない状況でございます。ドクターも数は全部で７

人なんですが、時間外も多くされて診療もかなりされてますが、ちょっと理由とし

ましては、分からない状況でございます。申し訳ございません。以上でございま

す。 

○委員長（河本芳久君） 今の説明でよろしいですか。はい、どうぞ、山中副委員

長。 

○副委員長（山中佳子君） 今美東病院には常勤の医師が何人いらっしゃるのでしょ

うか。市立病院が１，６７０人の減、それから美東病院が９，６０５人というのは

すごく減りように差があると思いますが、お医者さんの人数を。 

○委員長（河本芳久君） はい、池田美東病院事務長。 

○美東病院事務部事務長（池田正義君） 山中委員さんの御質問にお答えします。美

東病院は常勤医師は７名、うち内科医師が６名、外科医師が１名でございます。 

○委員長（河本芳久君） よろしいですか。はい、どうぞ、山中副委員長。 

○副委員長（山中佳子君） 当初たくさん見積もりすぎたというようなこともあるん

でしょうか。この減り具合ちょっと詳しく分析を今からして頂きたいと思います。

以上です。 

○委員長（河本芳久君） はい、池田美東病院事務長。 

○美東病院事務部事務長（池田正義君） 結果的には大変マイナス幅が多くなりまし
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たけども、予算時の患者様の見込みにつきましては、事務だけではなく、医師、各

部署の診療医療技術部の責任者などが集まった会議で目標値を定めております。結

果的には数が少なくなったんですが、医師としてもモチベーションを高くというこ

とで、ちょっと高めに設定しておられるところがあったと思います。今後のことに

つきましては、また状況をよく踏まえて適正に増えるようにしていきたいと思いま

す。以上でございます。 

○委員長（河本芳久君） はい、ほかにどなたか質疑はございませんですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それでは本案に対する御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それではこれより議案第６号平成２４年度美祢市病院等事

業会計補正予算（第２号）を採決いたします。 

本案について原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） 全員異議なしと認めます。よって議案第６号は原案のとお

り可決されました。 

次に議案第７号平成２４年度美祢市公共下水道事業会計補正予算（第１号）を議

題といたします。執行部より説明を求めます。はい、三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） 議案第７号美祢市公共下水道事業会

計補正予算(第１号)の御説明を申し上げます。 

  背表紙のない横長の補正予算書でございます。御用意下さいませ。このたびの補

正は、決算見込みによる補正でございます。４ページからの予算実施計画書をお開

き下さい。 

まず、収益的収入及び支出の収入です。営業外収益の他会計補助金、一般会計補

助金を９６１万１，０００円減額しております。下水道事業収益の既決予定額は４

億７，６２２万１，０００円でございましたが、この減額により収入合計額は４億

６，６６１万円になりました。 

次に支出でございます。営業費用を９６１万１，０００円減額しております。下

水道事業費用は既決予定額４億５，１４８万９，０００円でございましたが、この

補正により支出合計は４億４，１８７万８，０００円になりました。内訳は、決算
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見込みによるものでございます。管渠費委託料を１００万円減額、処理場費は、薬

品費を１１３万５，０００円、光熱水費の電気代を８６万４，０００円、浄化セン

ター業務委託料の入札残を６６１万２，０００円、処理場費計８６１万１，０００

円を補正減するものでございます。 

次に５ページの資本的収支でございます。収入支出とも、国庫補助事業の処理場

等長寿命化計画策定支援業務委託料の入札減による補正でございます。資本的収入

は既決予定額３億４，４６２万６，０００円から１，２９１万５，０００円を補正

減し、計を３億３，１７１万１，０００円とするものでございます。内訳は、国庫

補助金を７２４万５，０００円減額、他会計補助金を５６７万円減額するものでご

ざいます。 

支出でございますが、建設改良費下水道事業費委託料を入札減により１，２９１

万５，０００円減額し、既決予定額の４億９，１７２万３，０００円を４億７，８

８０万８，０００円とするものでございます。 

補正の内訳は以上でございます。２ページの第３条にお戻り下さい。補てん財源

でございます。この補正の結果、資本的支出が資本的収入に不足する額１億４，７

０９万７，０００円及び当年度分消費税及び地方消費税収支調整額不足額７８９万

９，０００円は、過年度分損益勘定留保資金１，７３９万１，０００円及び当年度

分損益勘定留保資金１億３，７６０万５，０００円で補てんするものでございま

す。 

次に、予算から計算した今年度純利益を申し上げます。８ページをお開き下さ

い。予定損益計算書です。予定する今年度純利益は下から３行目でございます。

３，２６３万１，０００円、前年度繰越利益剰余金３，７１５万８，０００円と併

せまして、当年度未処分利益剰余金は６，９７８万９，０００円になる予定でござ

います。 

最後に９ページからの予定貸借対照表をご覧下さいませ。水道事業で退職給与引

当金の取り扱いを御説明いたしましたが、下水道事業会計についても、退職給付引

当金は要しないこととなりました。下水道事業会計の引当金の処理については、今

年度末の決算処理で貸借対照表で処理したいと思っています。１１ページ、一番下

に注記いたしました。今まで引き当てた退職給与引当金２，０８６万５，０００円

を修繕引当金に振り替え、修繕引当金を２，７５３万７，０００円とする予定でご
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ざいます。以上でございます。 

○委員長（河本芳久君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それでは、本案に対する御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それでは、これより議案第７号平成２４年度美祢市公共下

水道事業会計補正予算（第１号）を採決いたします。 

本案について原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） 全員異議なしと認めます。よって議案第７号は原案のとお

り可決をされました。 

  次に議案第１９号美祢市行政組織条例の一部改正についてを議題といたします。

執行部より説明を求めます。はい、倉重総務部次長。 

○総務部次長（倉重郁二君） 議案第１９号につきまして御説明を申し上げます。お

手元の議案書綴り、それと参考資料のほうお出し頂けたらと思います。議案書のほ

うは１９－１ページ、参考資料は１、２ページになります。よろしいでしょうか。

それでは、議案第１９号美祢市行政組織条例の一部改正についてであります。 

今回の一部改正につきましては、政策機能をさらに強化するため、現在、総合政

策部で所管しています政策調整の業務を独立させまして、まちづくりの課題を統括

し、総合的・戦略的に施策調整を行う部署といたしまして、新しく市長統合戦略局

を創設いたすものであります。市の政策企画機能と重要施策の総合調整機能の強化

を図っていくものであります。以上で説明を終わります。 

○委員長（河本芳久君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 説明が至って簡単なんで、よく分かりませんが、この１９－

１の中で下から５行目で特命事項に関することとかありますが、どんなことなので

しょうか。いろいろもうちょっと詳しく知りたいのですが、支所の機能が充実され

るのかどうかということも併せてお尋ねします。 

○委員長（河本芳久君） はい、村田市長。 
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○市長（村田弘司君） 至って簡略というふうに申されましたけれども、市の行政を

いらないぜい肉を落としていって、簡素に、そして低いコストで早くスピードあげ

て政策秘策を具現化したいということで、部局を設けるということです。市長特命

事項というのはですね、読んで字たる如し市長特命です。そういうことです。どこ

の民間の会社でも、国であろうが、県であろうが、基礎自治体であろうが、市長が

政策を具現化するために特命を発することがあるんです。それを従前はそれぞれの

部署にやっておりましたけれども、その調整機能をもたずにやってしまいますと、

最終的に願っておった、目論んでおったところに具現化できないということが間々

起こりうるので、それを統合的にやるということですね。そういうことです。 

○委員長（河本芳久君） よろしいですか。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 簡略スリムにと言われましたが、支所に属する地域の市民に

はどんな影響があるのでしょうか。不自由なこととか、何もかんもみんな本所に行

かなければ出来ないとか、支所で聞けば分からないから本所に聞けと、あんなこと

はないのでしょうか。 

○委員長（河本芳久君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 今簡略に次長が答えましたので、説明しましたので、簡略な

説明だったからということを言われたんで、簡略という言葉を使って私は今説明し

たんですが、市民サービスを下げるという意図はありません。ですから行政組織を

スリム化したいということです。 

いつも申し上げてるように、今後地方交付税が減額をされて参ります。今のまま

でいったんではこの美祢市というのは保てなくなるので、同じようなサービス、同

じような政策、施策を具現化するためには、より以上のレベルアップというのを考

えてますけれども、やはり組織そのものがぜい肉を落としていく必要があるからそ

ういうこともやりますよということを申し上げたわけで、総合支所をどうしようと

いうことじゃない。逆に今回は総合支所長のほうに４月以降ある一定の権限を与え

て、その地域地域のニーズとかを把握して、今後この総合支所がどういうふうにや

ったほうがいいかということもやらせようというふうに思ってます。 

そして、私は今から今後政策的にやることについて、総合支所長にも参画して貰

って、その辺も十二分に検討していって、中長期の形を捉えていきたいというふう

に思ってます。以上です。 
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○委員長（河本芳久君） その他、質疑はございませんですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それでは意見はございましたらどうぞ。それでは本案に対

する御意見はございませんですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それでは採決のほうに参りたいと思います。議案第１９号

美祢市行政組織条例の一部改正についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） 全員異議なしと認めます。よって議案第１９号は原案のと

おり可決されました。 

次に引き続いて、議案第２０号美祢市情報公開条例等の一部改正についてを議題

といたします。執行部より説明を求めます。はい、倉重総務部次長。 

○総務部次長（倉重郁二君） それでは議案第２０号について御説明申し上げます。

議案書は２０－１ページ、参考資料につきましては３から７ページになります。議

案第２０号美祢市情報公開条例等の一部改正についてであります。 

この度の改正は国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の

管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律が公布され、企業的に運営して

きた国有林野事業について、一般会計において実施することとする等の所要の措置

を講ずる改正が行われたところであります。 

これに伴い、国有林野事業が国営企業でなくなること。また、現在、国営企業形

態をとっているものは、国有林野事業のみとなっており、この法改正により国が経

営する企業は全てなくなることに伴いまして、関係条例で引用しております字句の

整備をするため改正を行うものであります。以上であります。 

○委員長（河本芳久君） 説明が終わりました。本案に対する質疑は、ございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それでは、本案に対する御意見はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それでは、これより議案第２０号美祢市情報公開条例等の
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一部改正について、これを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） 全員異議なし。よって議案第２０号は原案のとおり可決さ

れました。 

次に議案第２１号美祢市固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてを議題

といたします。執行部より説明を求めます。倉重総務部次長。 

○総務部次長（倉重郁二君） それでは議案書の２１－１ページ、参考資料８ページ

をお開き願いたいと思います。議案第２１号美祢市固定資産評価審査委員会条例の

一部改正についてであります。 

固定資産評価審査委員会に置かれております書記の人数を変更するため、同条例

の一部を改正するものであります。固定資産評価審査委員会の書記は、同条例の第

３条第１項の規定に基づき１人を置くこととされておりますが、その人数が１人で

あることから、当該書記に事故があるときへの対応や継続的に適切な審査体制を確

保し続けるためには、複数の職員体制へ見直す必要があることから、書記の人数を

１人から若干名に改めるものであります。以上で説明を終わります。 

○委員長（河本芳久君） 説明が終わりました。それでは、本案に対する質疑はござ

いますせんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） 本案に対する御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それではこれより議案第２１号美祢市固定資産評価審査委

員会条例の一部改正についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） 全員異議なしと認めます。よって議案第２１号は原案のと

おり可決されました。 

次に議案第２３号美祢市報酬及び費用弁償条例の一部改正についてを議題といた

します。執行部より説明を求めます。はい、倉重総務部次長。 

○総務部次長（倉重郁二君） それでは議案書の２３－１ページ、参考資料につきま
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しては１３ページをお開き願いたいと思います。議案第２３号美祢市報酬及び費用

弁償条例の一部改正についてであります。 

監査委員のうち、議会の議員のうちから選任される委員の月額報酬を３万５，０

００円から６万６，０００円に改めるものであります。識見を有する監査委員、い

わゆる代表監査委員の報酬月額については、事務量の増加、内容の複雑化などによ

りまして、平成２３年７月から、それまでの報酬額の１．９倍の改定を行ったとこ

ろであります。しかしながら、議会の議員のうちから選任される委員の月額報酬に

ついては見直しを行っておらず、業務量やその内容の複雑化、両監査委員の報酬の

均衡を図る上からして、この度代表監査委員と同様に１．９倍の改定率により見直

しを行うものであります。執務実態に即した額に改めるものであります。以上で説

明を終わります。 

○委員長（河本芳久君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、西岡委員。 

○委員（西岡 晃君） 美祢市の報酬及び費用弁償条例の一部改正ということで、監

査委員報酬の変更がありますけれども、議員選出の監査委員の報酬というのは、報

酬審議会を開かなくても良いのかどうかと。もし開いているんであれば、その開い

た時の内容と言いますか、意見、どういった意見が出たか、どうかというのを教え

ていただきたいと思います。 

○委員長（河本芳久君） はい、倉重総務部次長。 

○総務部次長（倉重郁二君） それでは只今の御質問にお答えいたします。報酬等審

査会につきましては、これは市長の諮問機関といたしまして、条例のほうで設置を

してるものでございます。それの所掌事務といたしましては、市長は議員報酬の額

並びに市長及び副市長の給与の額に関する条例を議会に提出しようとする時は予め

当審査会の意見を聞くということになっておりますので、行政委員等の報酬改定で

は審査会のほうは開いておりません。以上です。 

○委員長（河本芳久君） はい、西岡委員。 

○委員（西岡 晃君） 資料として美祢市監査委員の年間勤務時間、勤務日数の状況

ということで、資料いただいて、確かに平成２１年度から見ても約２．何倍かにな

っておるやに見えますけど、議会の中でもそれぞれ役職と言いますか、役目があり

まして、当然合併前は２６名ですね。２６名から１９名に減って、議員の中でも事
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務量が増えてきたということは当然あろうかと思います。その中で合併してすぐの

頃ですね、議員定数をどうするかということをやってきた中で、報酬審議会を開い

て議員の報酬なり特別職の報酬なりを、適正にやはり市民の目から見て審議して欲

しいということを、再三議員のほうからお願いをしてきたかと思います。 

そうした中で、当然監査委員の報酬あげることについては何ら問題はないと思う

んですけど、議員の中のバランスと言いますか、そういうのも若干考慮していただ

きたいなということも含めあります。今現状ではやはり議会のトップの議長、副議

長の報酬と、それを議員選出の監査委員とだいたいよく三役と言われますけど、そ

の辺のバランスですね、そういうのも考えて欲しいと思いますけど、そういったお

考えはないかどうかお願いしたいと思います。 

○委員長（河本芳久君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 報酬審議会にかかることは私の専権事項ですから、諮問は私

が報酬審議会にいたします。今回のケースの場合、実質的に議会から出ていただい

てる監査委員の方の事務負担が過大になってるということをもって、代表監査委員

さんに併せて改定をしようということですから、議長報酬、副議長報酬と話を別に

しないとここの場では議論しにくいと思いますから。 

○委員長（河本芳久君） はい、西岡委員。 

○委員（西岡 晃君） 確かに、これは行政からの議員に対しての依頼というか、そ

して監査して欲しいということだと思いますけれども、合併してからもう５年経ち

ますけど、その間に一度も報酬審議会が開かれてないというのも、ちょっといびつ

なのかなという思いがしています。というのは、議会が果たして今の報酬で良いの

か、また特別職がそういう報酬で良いのかという問題も含めてやはり一度、これは

市長の専権事項と言われましたけれども、報酬審議会を開いて、やはりどういった

形の報酬がいいのかどうかというのを一度開いて頂きたいいうふうに思いますが、

いかがでしょう。 

○委員長（河本芳久君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） その時期が必要と感じた時に、その時に報酬審議会を開くこ

とはあると思います。以上です。 

○委員長（河本芳久君） ほかに、今の意見で要望でいいですか、回答で。はい、ど

うぞ、西岡委員。 
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○委員（西岡 晃君） そういうことで、御回答がありましたので、報酬審議会をそ

の時期になれば開いて頂いて、これから議員のほうもまた定数の問題とかいろいろ

議論をしていくことになるんじゃないかなというふうに思っておりますので、そう

いった面も含めてお願い出来たらというふうに思います。 

○委員長（河本芳久君） ほかに質疑はございませんですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それでは本案に対する質疑はなしと見て、本案に対する御

意見等ございませんですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） 御意見がないようです。それではこれより議案第２３号美

祢市報酬及び費用弁償条例の一部改正についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） 全員異議なしと認めます。よって議案第２３号は原案のと

おり可決されました。 

次に議案第３５号美祢市病院等事業の設置等に関する条例の一部改正についてを

議題といたします。執行部より説明を求めます。はい、千々松経営管理課長。 

○病院事業局管理部経営管理課長（千々松雅幸君） それでは、議案第３５号を説明

させていただきます。議案書の３５－１ページ、参考資料の２９ページになりま

す。 

議案第３５号は美祢市病院等事業の設置等に関する条例の一部改正についてであ

ります。これは、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する

法律が、公布・施行されたことにともない、美東病院について、介護療養型医療施

設についての規定がございますが、これに関する引用法律名等を変更するための改

正を行うものであります。以上でございます。 

○委員長（河本芳久君） それでは説明が終わりました。本案に対する質疑はござい

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それでは本案に対する御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（河本芳久君） それではこれより議案第３５号美祢市病院等事業の設置等

に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） 全員異議なしと認めます。よって議案第３５号は原案のと

おり可決されました。 

これから次にはまた新年度予算に入りますが、ここで一応休憩を取りたいと思い

ます。４０分まで休憩をしたいと思います。２時４０分になったら再開いたしま

す。 

午後２時２５分休憩 

   

午後２時４０分再開 

○委員長（河本芳久君） それでは、審査を再開いたします。次に議案第１１号平成

２５年度美祢市環境衛生事業特別会計予算を議題といたします。執行部より説明を

求めます。三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） それでは、議案第１１号平成２５年

度美祢市環境衛生事業特別会計予算について御説明をいたします。 

特別会計の予算書３９４ページ、３９５ページの予算歳出総括をお開き下さいま

せ。 

  平成２５年度歳出は、前年度比９３．９％を計上しておりまして、第１款環境衛

生費は前年度に比べ１８７万９，０００円を減じ、２，６７７万２，０００円でご

ざいます。第２款公債費は、前年度と同じ１６３万７，０００円、第３款予備費も

同額の５０万円でございまして、歳出合計は前年度比６．１％減、金額にして１８

７万９，０００円減の２，８９０万９，０００円を計上しております。 

３９８ページ、３９９ページをお開き下さい。 

  予算の内容でございます。第１項総務管理費は前年より４８万１，０００円減の

９１４万４，０００円でございます。人事異動により人件費が減じたものでござい

ます。第２項維持管理費は、前年度より１３９万８，０００円減じまして１，７６

２万８，０００円でございます。減じた主な原因は、修繕料が少なくなったことで

ございます。現在のところ機器不調等に起因したブロアや電動機の取替を予定して
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いないことから緊急修理費だけを計上しておりまして、修繕費が１５０万１，００

０円減額したものでございます。また、委託料の汚泥運搬委託料を平成２４年度決

算見込みから６６万２，０００円減じております。 

  次に公債費でございます。４００ページ、４０１ページをお開きください。 

公債費は、第１目元金が前年度に比べまして２万４，０００円増えております、

１５６万１，０００円、第２目利子は２万４，０００円減っておりまして７万６，

０００円、元利合計は１６３万７，０００円となり前年度と同じになっておりま

す。平成２５年度が、今年度が元金償還のピークを迎えております。 

  次に歳入でございます。総括の３９３ページをお開き下さい。 

  第１款使用料及び手数料は、平成２５年度は処理戸数７９戸、有収水量を７万

１，０００立方メートルとしていることから、前年度に比べ７９万７，０００円減

じて計上し、１，０７１万３，０００円にしております。第２款分担金及び負担金

は前年度と同額の３万円、第３款観光事業特別会計からの繰入金を前年度に比べ１

０８万２，０００円減額し、１，７１６万５，０００円にしております。第４款諸

収入１００万１，０００円と合わせまして、歳入総額を歳出総額と同額２，８９０

万９，０００円とするものでございます。以上でございます。 

○委員長（河本芳久君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） 質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はご

ざいませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それでは、これより議案第１１号平成２５年度美祢市環境

衛生事業特別会計予算を採決いたします。 

本案について原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） 全員異議なしと認めます。よって議案第１１号は原案どお

り可決されました。 

次に議案第１３号平成２５年度美祢市農業集落排水事業特別会計予算を議題とい

たします。執行部より説明を求めます。三戸管理業務課長。 
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○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） それでは、議案第１３号平成２５年

度美祢市農業集落排水事業特別会計予算について御説明をいたします。 

  まず歳出総括から御説明申し上げます。予算書４２０ページをお開き下さい。 

  第１款農業集落排水事業費を前年度に比べ３８９万４，０００円減の９，５１６

万６，０００円とし、第２款公債費を４７万４，０００円減額しまして、１億４，

１２９万３，０００円にしております。これに予備費を合わせまして、歳出合計額

は前年度比１．９％減、金額にして４４６万８，０００円減の２億３，６７５万

９，０００円としております。 

  では予算書の４２４ページ、４２５ページをご覧下さい。 

  歳出の詳細でございます。全体予算の内容としましては、前年度と変わりはあり

ませんが、第１目一般管理費は、前年に比べ１０１万３，０００円の減額、１，８

１１万３，０００円としております。主な要因は、人事異動により人件費の減でご

ざいます。第２目維持管理費にまいりまして、維持管理費は前年に比べ２８８万

１，０００円減じ、７，７０５万３，０００円になっております。ポンプ類、ブロ

ア類等の取り替えの予定が前年度より少なくなっておりまして、修繕費が減じたこ

とが要因でございます。そのほかの施設の維持管理費は、ほぼ前年並みに計上して

おります。 

  次ページ４２６ページ、４２７ページにお進み下さい。２款公債費でございま

す。１目元金は償還金が前年度より１４０万９，０００円増加の１億１，６４２万

７，０００円を計上しております。平成２５年度が元金償還額のピークになってお

ります。 

次に２目利子でございますが、前年度より１８８万３，０００円減の２，４８６

万６，０００円を計上しております。公債費の合計は、前年度より４７万４，００

０円減少しまして１億４，１２８万３，０００円でございます。 

それでは、歳入の御説明を申し上げますので、４１９ページにお戻り下さい。 

  歳入総額でございますが、前年度と大きく変わったところはございません。１款

分担金及び負担金を前年度と同額の３４万２，０００円、２款使用料及び手数料を

前年度から１７５万８，０００円減額、前年度比９６．１％の４，３３２万円、３

款繰入金を前年度より２７１万円減額しまして１億９，２０９万７，０００円、４

款諸収入を１００万円、歳入合計では、歳出合計と同額の２億３，６７５万９，０
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００円を計上し、前年度比１．９％減、金額にして４４６万８，０００円の減額と

しております。以上でございます。 

○委員長（河本芳久君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それでは、質疑なしとし、本案に対する御意見はございま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それでは、これより議案第１３号平成２５年度美祢市農業

集落排水事業特別会計予算を採決いたします。 

本案について原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） 全員異議なしと認めます。よって議案第１３号は原案のと

おり可決されました。 

次に議案第１６号平成２５年度美祢市水道事業会計予算を議題といたします。執

行部より説明を求めます。三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） 黒い背表紙の予算書をご用意下さ

い。議案第１６号平成２５年度美祢市水道事業会計予算の御説明を申し上げます。

 まず初めに、平成２５年度の事業の主なものを申し上げます。建設改良費では上

水道区域拡張事業、美東秋芳地域硬度低減化調査業務を予定しております。これ

は、硬度低減化装置を使っての水質検査を含めた変更認可申請の準備でございま

す。また、美東地区では、この冬水量が不足しましたが、その対策として、今ある

水源の水量維持改善のために導水の管の布設替えを予定しています。収益的支出で

は、本年度は水道ビジョンの具体的な実現方策を策定いたします。上水簡水、合わ

せまして業務委託料１，３０６万円を計上しております。また、地方公営企業法が

大幅に改正され、平成２６年度から適用になりますので、新会計基準に対応するた

めの支援業務委託料５０１万９，０００円を円計上しております。 

それでは、新年度予算の概要を申し上げます。予算書１ページをお開き下さい。

第２条業務の予定量でございます。上水道の給水戸数は、５，０２０戸、年間総給

水量は１４４万２，７００立方メートルを予定しており、簡易水道事業では、給水
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戸数５，５８３戸、年間総給水量１５１万９，３００立方メートルを予定しており

ます。 

次ページ、２ページをご覧下さい。第３条収益的収入の予定額でございます。収

入では、上水道は２億２，８０９万２，０００円、簡易水道は３億９，１５４万

２，０００円、収入合計で６億１，９６３万４，０００円を計上しております。 

次に、収益的支出でございますが、上水道事業費が２億５，９３２万３，０００

円、簡易水道事業費が３億５，５４２万円、支出合計は６億１，４７４万３，００

０円でございます。ここで別冊の予算概要説明書の説明資料４ページをお開き下さ

いませ。この予算の収支の結果でございます。下から３行目、予算から計算した当

年度の純利益は１万５，０００円となる予定でございます。これと前年度繰越利益

剰余金１，１０８万４，０００円と合わせまして、当年度未処分利益剰余金は１，

１０９万９，０００円になる見込みでございます。 

  それでは予算書３ページにお戻り下さいませ。第４条資本的収入及び支出でござ

います。資本的収入は、企業債、繰入金、負担金及び寄付金、国庫支出金、出資金

を合わせまして、総額２億４，３０７万３，０００円を予定しております。 

  資本的支出でございますが、建設改良費２億８，０８１万９，０００円、企業債

償還金２億４９５万４，０００円等、合計５億３，１７７万３，０００円を予定し

ております。 

  この予算によりまして、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２億

８，８７０万円は、当年度分消費税収支調整額及び当年度分損益勘定留保資金で補

てんすることとしております。 

予算の主な内容を申し上げます。５ページの予算実施計画書をお開き下さいま

せ。上水道事業収益、営業収益は１億９，６８４万２，０００円、給水収益は、前

年度比９８．２％の１億９，２３１万５，０００円を計上しております。次に給水

負担金は１７７万４，０００円、その他の営業収益２７５万３，０００円でござい

ます。 

営業外収益は３，１２５万円、主なものは、繰入金２，５４７万９，０００円、

雑収益５７２万９，０００円でございます。 

  次に簡易水道事業でございますが、美祢営業収益でございます。６，３１１万

７，０００円、給水収益は前年度比１０７％の６，２３５万１，０００円でござい
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ます。美東営業収益は９，１５２万５，０００円、給水収益は前年度比９８．８％

の９，０８４万７，０００円でございます。秋芳営業収益は１億６７万３，０００

円、給水収益は前年度比９５．５％の９，９８２万９，０００円を計上しておりま

す。なお、上水簡水合わせての給水収益は４億４，５３４万２，０００円で、前年

度比では９８．８％になります。 

７ページにお進み下さい。次に簡易水道の営業外費用でございます。各簡水の繰

入金は、美祢簡易水道は８，９１８万２，０００円、美東簡易水道は１８３万２，

０００円、秋芳簡易水道は４，５２０万２，０００円でございます。 

  次に支出の詳細を申し上げますので、９ページをお開き下さい。上水道事業費、

営業費用は、前年度比９６．１％の２億１，７６０万１，０００円でございます。

原水及び浄水費は６，１５２万８，０００円、配水及び給水費は３，４０７万７，

０００円でございます。１ページおめくり下さい。総係費でございますが、３，３

００万９，０００円でございます。 

１５ページにお進み下さい。営業外費用では前年度比９５．０％の４，０９３万

円、そのうち支払利息が３，４２６万円です。 

  次に、簡易水道事業費でございます。美祢営業費用は、前年度比１２８．７％の

１億９９７万１，０００円でございます。平成２４年度当初予算に比べ、職員が１

人増えておりますので、人件費が６２５万円増加しております。 

では、１９ページをお開き下さい。２項美東簡易水道営業費用でございますが、

前年度比９９．２％の８，９３８万６，０００円を計上しております。委託料をご

覧下さい。一番下の欄でございますが、新しく施設巡回委託料５１万円を計上して

おります。これは、平成２４年度に美東秋芳分室が統合されておりまして、職員が

１人減じたことから、美東のポンプ室巡回業務を委託するものでございます。 

１ページおめくり下さいませ。次に、３項秋芳営業費用でございますが、前年度

比９４．１％の１億２，３５０万８，０００円を計上しております。美東秋芳分室

統合によるところの人件費の削減がありまして、人件費は６８４万９，０００円の

減になっております。 

では、営業外費用でございます。２５ページをお開き下さいませ。美祢営業外費

用は１，１２５万円、美東営業外費用は１９５万５，０００円、秋芳営業外費用は

１，８４５万３，０００円でございまして、３簡水とも支払利息が減じておりま
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す。前年度比で申し上げますと、美祢簡易水道８８．３％、美東簡易水道８０．

２％、秋芳簡易水道９０．６％になっております。 

２７ページをお開き下さい。資本的収入及び支出でございます。収入は、企業債

は３，５００万円を借り入れる予定にしております。上水道事業債１，０００万円

は、上水道区域拡張施設整備工事に充て、簡易水道債２，５００万円は、配水管布

設替え工事に充てることとしております。次の繰入金は、７，９９５万３，０００

円でございます。 

次に負担金及び寄付金でございますが、負担金は、上水道の区域拡張事業が平成

２５年度で完了いたしますので、加入者からの工事負担金を２，８００万円計上し

ております。また、県工事に伴う補償金を１００万円計上しております。 

次に、国庫支出金５，０８７万円、出資金４，２３０万円は、上水道区域拡張施

設整備工事に充てるものでございます。 

  次ページをお開き下さい。支出の御説明をいたします。建設改良費では、上水道

配水設備改良費２億５４８万６，０００円を計上しております。主な事業は、区域

拡張事業合わせて１億４，１３３万円でございまして、内訳は、委託料１，０３５

万円、工事請負費１億２，９６８万円、加圧送水ポンプ所等の用地費８０万円、事

務費５０万円を予定しております。 

次に簡易水道配水設備改良費は６，６００万円でございます。委託料は２，２０

０万円、このうち、硬度低減化調査業務は１，８００万円でございます。 

次ページをお開き下さい。工事請負費は４，４００万円、麻生簡易水道、於福簡

易水道等の配水管布設替え、美東簡易水道導水管等の布設替え、秋芳は江原地区等

の配水管布設替え等を予定しています。固定資産購入費は７３３万７，０００円

で、ポンプ類、流量計を購入いたします。 

  次に企業債償還金でございますが、２億４，０９５万４，０００円でございまし

て、前年度に比べ７１３万３，０００円の減でございます。 

  最後に、年度末の資産の状態を表す予定貸借対照表でございます。３８ページを

お開き下さいませ。まず借方、資産の部でございます。固定資産７２億８，８４８

万２，０００円、流動資産５億１１５万７，０００円、合わせまして資産合計は７

７億８，９６３万９，０００円でございます。 

対しまして、貸方、負債の部ですが、固定負債計は、一番下の行でございます。
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８１５万３，０００円、次ページ、３９ページにまいりまして、流動負債計３，８

１０万５，０００円、負債合計は４６２５万８，０００円でございます。 

同じく貸方、資本の部でございますが、資本金は３４億６１３万７，０００円、

剰余金合計は下から３行目でございます。４３億３，７２４万４，０００円でござ

いまして、次の行です。資本合計は７７億４，３３８万１，０００円となりまし

て、最終行にまいりまして、負債資本合計は、７７億８，９６３万９，０００円に

なる予定でございます。以上でございます。 

○委員長（河本芳久君） 説明が終わりました。本案に対する質疑は、ございません

か。はい、髙木委員。 

○委員（髙木法生君） ３２ページでございますけれども、美東地区導水管布設替工

事５００万でございますが、これにつきまして一、二点お伺いしたいと思います。

市長さんの提案説明、また先ほどの執行部の説明では美東地区の水量維持のためと

いう説明であったかと思っております。 

このことにつきましては、昨年の１２月６日からでしたか、年末まで赤郷地区と

大田地区におきまして、深夜の１１時から朝の５時まで時間的な断水が行われてい

たと思っております。同地区の方、業者の方には大変な不安感と申しますか、ご不

便を与えたんではなかろうかと思っております。 

そこで２点ほどお伺いしますが、この丁度今ここに、提出資料ということでタイ

ムリー的に資料がございますけれども、この原水を取水口からどこの浄水場まで運

ぶ管なのか。だいたい何メートルあるか、その辺がわかれば教えていただきたいと

いうことと、もう一点は、これによりまして今後の時間的な断水というものが、ど

の程度解消されるのか。その点をお伺いしたいと思います。 

○委員長（河本芳久君） はい、どうぞ、矢田部施設課長。 

○上下水道事業局施設課長（矢田部繁範君） それでは、髙木委員の質問にお答えい

たします。配付しております施工位置図、美東簡易水道一枚紙なんですけど、美東

地域には３地区簡水がありまして、左側の中程から下側、赤地区から美東町真名ま

でを美東簡易水道で範囲をしております。今回、水不足で水位が下がり断水した範

囲は、赤地区から大田からずっと下におりまして、金焼までを断水いたしました。 

水源といたしましては、中程にあります長登水溜浄水場のところの上の取水場を

取水いたしまして、美東地区の北エリア、赤から長登までと、切れまして鳶の巣か
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ら綾木岡の台までを範囲といたしております。 

そして、その下側に南配水池エリアというのが、ちょっと絵をわかりにくいかと

思うんですが、線を引いた岡の台から切畑までの間、ちょっとラインを赤く引いて

おるんですけど、それから下側ですね。それから真名までずっと下のエリアで南配

水池、南部浄水場、南部取水場で現在運転しております。 

それで対策なんですけど、この南エリアの水源を取水して浄水場、南部の浄水場

がありますから、それから南部の取水場へむかって２５０ｍ、現在の管より一回り

大きい１５０ミリで整備するものでございます。この南部取水場は、まだ余裕、時

間７．５立米あります。その水量を取水いたしまして、浄水場の改良、増補改良を

行い、給水量を増やして南部エリアですね、この綾木からのラインを引いておるん

ですけど、綾木岡の台から御山、金焼、三本松のほうまでエリアを広げるというこ

とで、増補をしたあとですね。それで、長登の水溜浄水場のエリアを狭めて負担を

軽くしてやるという方法を考えております。全体的な費用というのは、まだ概算的

なものは出してないんですけど、今年度導水管は、もう更新しなくちゃあいけな

い、古いということで、新しく１５０ミリ、２５０ｍほど施工するものでございま

す。以上でございます。 

○委員長（河本芳久君） よろしゅうございますか。（発言する者あり）髙木委員。 

○委員（髙木法生君） 昨年のようなというか、合併前に２回と合併後に昨年の１

回、計３回あったんですかね、断水が。そういったことが今度、解消されるかどう

か、その辺の見通しがわかればお願いしたいと思います。 

○委員長（河本芳久君） はい、矢田部課長。 

○上下水道事業局施設課長（矢田部繁範君） 今、解消までは、１日約１８０トン取

れるということで、やっております。それで、増補を改良して、エリアを広げて、

なるべく少なくするということで、渇水の状態というか、渇水の時期にもよるんで

すけど、それによって変わってくるかと思いますけど。それによって少しでもエリ

アを狭めて、長登の水溜浄水の水位をなるべく下げないということで、今、考えて

おりますので、抜本的な完全な解消というのはちょっと難しいかと思います。以上

です。 

○委員長（河本芳久君） ほかに。三好委員。 

○委員（三好睦子君） 本年度は、美東秋芳地区の硬度低減化装置を進める計画が盛
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り込まれております。ありがとうございます。今後の事業の実施とか計画とかの予

定というか、実施計画をお尋ねいたします。皆さんが本当に早期改善を待っておら

れますのでお尋ねいたします。計画をお尋ねします。 

○委員長（河本芳久君） 矢田部施設課長。 

○上下水道事業局施設課長（矢田部繁範君） 硬度低減化のスケジュールなんですけ

ど、２５年度、美東地区が１カ所、水溜浄水場関係の。秋吉簡水が広谷と永明寺の

２カ所あります。その浄水方法の変更というのが認可業務が必要となりますので、

只今、各ポンプ場で浄水処理を行っているんですけど、それに硬度処理を行うとい

うものを加えて、各浄水場ごとの認可を受け、県のほうに認可申請。それがおりま

してから、各浄水場、次年度になるかと思いますけど、敷地の整備等を行い、それ

が整いまして、実施設計、そして施設の発注ということになるかと思います。以上

です。 

○委員長（河本芳久君） はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 提案説明の中で具体的な水道ビジョンっていうのもあります

が、これと平行していくのでしょうか。お尋ねします。 

○委員長（河本芳久君） 久保上下水道事業局長。 

○上下水道事業局長（久保 毅君） 水道ビジョンとの関係ということなんですが、

一応、平行して動いておる状況にはなってますが、連動はしておりません。それぞ

れで、計画をし、水道ビジョンは水道ビジョンということで分けて考えておりま

す。以上です。 

○委員長（河本芳久君） ほかに。はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 一点お尋ねなんですが、平成２６年度より新公営企業会計の

適用ということで、会計基準移行支援業務委託料が約４５０万ぐらい上水、簡水含

めてね、組んであると思うんですが、大きな変更っていうか、基準がかわった点が

もし説明出来るんならば、していただきたいし、出来んのなら後日でもいいから何

か参考資料いただくと助かりますが。 

○委員長（河本芳久君） 三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） 竹岡委員の御質問にお答えをいたし

ます。２６年からの新会計基準の一番大きな変更点と申しますのは、借入資本金の

扱いでございます。借入資本金が今現在は、資本金に整理されておりましたが、２
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６年度から負債に整理されることになっております。それとワンイヤールールの明

確化ということがございまして、借入資本金でしたら固定負債に整理されるのでご

ざいますけれども、１年未満のものは流動資産に入れる。負債の明確化でございま

す。 

そのほかには、資本剰余金の扱いが変わっております。今、国庫補助事業など

は、資本剰余金として整理されておりますけれども、これが長期前受金、固定負債

として整理されるようになります。その長期前受金からワンイヤールールに基づい

て、前受金として年度末に整理をし、減価償却費に対する国庫補助金、資本剰余金

として、収益化するものでございます。 

ですから今までとは違い、見なし償却が廃止されますので、今まで見なし償却を

していたものは、今の基準で収益が推移しますけれども、今まで見なし償却をして

いなかったものについては、未処分利益剰余金が大きく膨らむということでござい

ます。これは、財務会計、財務諸表上で収益が膨らむものでございまして、決して

それでキャッシュが増えるとか、経営状態が良くなるとかいうものではございませ

んけれども、貸借対照表が変わるということでございます。以上でございます。 

○委員長（河本芳久君） はい、どうぞ、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） そうすると結局、電算処理するのにこのお金がかかるという

ことですか。 

○委員長（河本芳久君） 三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） 今までの固定資産について一本、一

本資本剰余金を割り当てていかなければいけないという作業がございます。それを

電算に入れて、電算で処理するわけでございますけれども、それの費用もかかりま

す。 

そのほかに条例、セグメントを公開する。リース会計が導入される。減損会計が

導入されると、４６年ぶりに大幅な改正になっております。事業量が膨大でござい

ますから、支援をお願いしたいと思って計上したものでございます。以上です。 

○委員長（河本芳久君） そのほか、ございませんですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） 質疑は、なしといたします。それでは、本案に対する御意

見はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それではこれより議案第１６号平成２５年度美祢市水道事

業会計予算を採決いたします。 

本案について原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） 全員異議なしと認めます。よって議案第１６号は原案のと

おり可決されました。 

次に議案第１７号平成２５年度美祢市病院等事業会計予算を審査いたします。執

行部より説明を求めます。千々松経営管理課長。 

○病院事業局管理部経営管理課長（千々松雅幸君） それでは、議案第１７号平成２

５度美祢市病院等事業会計予算案について、御説明させていただきます。 

白い背表紙の平成２５度美祢市病院等事業会計予算書と同じく白い背表紙の概要

説明資料を用いて説明をさせていただきたいと思います。 

予算書の１ページをお開き願います。最初に予算第２条に規定いたします平成２

５度の業務の予定量について御説明申し上げます。（３）一日平均患者（利用者）

数の項目をご覧ください。 

まず、美祢市立病院ですが、入院患者数を１日平均で１３１．３人と見込んでお

ります。病床稼働率は９５％となり、これは、前年度当初予算と比較しますと人数

では０．６人の減、病床稼働率では０．５％の減と見込んでおります。外来患者数

は各診療科、透析合わせて１日平均で２００．１人と見込んでおります。これは、

前年度当初予算と比較しますと８人の減です。 

続いて美東病院ですが、入院患者数を１日平均で９５人、病床稼働率９５％を見

込んでおります。これは、前年度当初予算と比較しますと人数では３人の減、病床

稼働率では３％の減となっております。外来患者数は１日平均で１５７．２人と見

込んでおります。これは、前年度当初予算と比較しますと２２．４人の減でありま

す。 

次に、グリーンヒル美祢についてですが、入所者数を１日平均で６５人と見込ん

でおります。これは、前年度当初予算と比較しますと２人の増であります。短期入

所者数を３．５人と見込んでおります。これは、前年度当初予算と比較しますと

０．５人の減であります。通所者数は１９人と見込んでおります。これは、前年度
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当初予算と同数となっております。 

次に、訪問看護ステーションについてですが、訪問者数を１日平均で２０人と見

込んでおり、前年度と比較しますと２人の増ということであります。 

続きまして、以上の予定業務量に基づきます、予算第３条及び第４条に規定する

収入及び支出の予定額について、御説明いたします。 

まず、収益的収入について施設ごとに御説明いたしたいと思います。資料といた

しましては、別冊の平成２５年度の予算概要説明資料でございます。 

まず、美祢市立病院についてですが、資料の２１ページをお開き下さい。資料の

平成２５当初予算（Ｂ）の欄をご覧頂ければと思います。病院事業収益の当初予算

額は、２１億７，７３２万１，０００円で、前年度当初予算と比較して１，９６７

万９，０００円の増であります。一方、病院事業費用は２１億６，８９９万２，０

００円で、前年度当初予算と比較して１，５６３万２，０００円の増であります。 

 続きまして、美東病院についてですが、２２ページをお開き下さい。病院事業収

益の当初予算額は、１４億８，０４４万８，０００円で、前年度当初予算と比較し

て２，７１５万９，０００円の増であります。一方、病院事業費用は１４億７，９

８０万７，０００円で前年度当初予算と比較して２，６７９万９，０００円の増と

なっております。 

続きまして、グリーンヒル美祢についてですが、２３ページをお開き下さい。介

護老人保健施設事業収益は、３億６，４４９万６，０００円で、前年度当初予算と

比較して８１万４，０００円の増であります。一方、介護老人保健施設事業費用は

３億６，２９６万２，０００円で、前年度当初予算と比較して４６万１，０００円

の増となっております。 

 続きまして、訪問看護ステーションについてですが、２４ページをお開き下さ

い。訪問看護事業収益として４，０１１万５，０００円を計上しております。前年

度当初予算と比較いたしますと９６万８，０００円の増であります。一方、訪問看

護事業費用につきましては、３，５１５万６，０００円となり、前年度当初予算と

比較して７４万７，０００円の減となっております。 

 以上の結果、収益的収支につきましては、この資料の２ページに記載のとおり、

収入総額を４０億４，１５９万７，０００円、支出総額を４０億２，６１３万４，

０００円といたしております。 
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続いて、資本的収支について施設ごとに御説明いたします。資料は、同じく、こ

の３ページをお開きください。まず収入について御説明いたします。美祢市立病院

が、６億１，８６０万７，０００円、美東病院が１億８７０万１，０００円、介護

老人保健施設が３，４４３万円、訪問看護が６万３，０００円を計上しています。 

続いて、支出について御説明します。美祢市立病院が６億９，１９４万１，００

０円、美東病院が１億５，６０２万円、介護老人保健施設が３，３１３万５，００

０円、訪問看護が１２万６，０００円を計上しています。美祢市立病院は、前年度

と比較して４億４，６０７万４，０００円の増となっておりますが、これは患者サ

ービス、また医師確保の観点等から、電子カルテの導入経費４億９，０００万円を

計上したことによるものであります。 

以上の結果、収入総額を７億６，１８０万１，０００円、支出総額を８億８，１

２２万２，０００円とし、収入額が支出額に対し不足する額１億１，９４２万１，

０００円は、当年度消費税資本的収支調整額と過年度損益勘定留保資金で補填する

ものであります。 

続きまして、以上の収支予定額に基づき作成いたしました財務資料について御

説明いたします。予算書のほうになりますが、１４ページ、１５ページにお戻りい

ただければと思います。 

美祢市病院等事業会計予算の平成２５年度末の予定貸借対照表を作成しておりま

す。１４ページになりますが、資産の部の２流動資産の合計が１７億７，９５７万

２，０００円を計上いたしております。一方、負債の部の合計につきましては、１

５ページになりますが、４億３，００２万６，０００円を計上いたしております。 

また、資本の部の企業債の残高につきましては、１５ページのおよそ中程の位

置に６資本金、（２）借入資本金、イ企業債の欄に４１億９，３３２万９，０００

円を計上いたしております。 

度々申し訳ございません。最後に、別冊の概要説明資料のほうになりますが、１

０ページ、１１ページをお開きいただければと思います。 

平成２５年度末の予定損益計算書であります。１１ページの下から５行目です

が、当年度純利益１，３９４万円を見込んでおりまして、その結果、当年度未処理

欠損金は１３億３，５４３万４，０００円となるものと見込んでおります。 

  以上で、議案第１７号の説明を終えたいと思います。 
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○委員長（河本芳久君） 説明が終わりました。本案に対する質疑は、ございません

か。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 先ほど、山中委員さんが質問されたのと関連しますけど、美

東病院の件ですが、整形外科と眼科の診療日が少ないように感じます。高齢化で農

村地帯です。整形外科は本当に必要な科目と思います。そして眼科も整形外科も診

療日を増やしていただかないと先ほどの６号議案でもありましたように、美東病院

の収益が減っていくのではないかと思います。診療日が増やせないものかとお尋ね

します。お願いいたします。あとでもう１件お尋ねしますが、今の件でお願いしま

す。 

○委員長（河本芳久君） 池田美東病院事務部事務長。 

○病院事業局美東病院事務部事務長（池田正義君） 三好委員の御質問にお答えしま

す。整形外科と眼科につきましては、山口大学から非常勤医師ということで派遣を

受けております。山口大学のほうも医局に入られる先生方が大変少ないということ

で、なかなか派遣が出来ない状況です。ただし、今現在の状況をお話しすると２５

年度からは整形外科が週１日増えて、週４日の診察になります。眼科のほうはさら

に医局員が減るということで現状維持ということが精一杯でございますが、週２日

の診察となっておるところでございます。 

引き続き大学のほうには、経営管理課も合わせて医師の確保については、引き続

き努力してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。以上でございま

す。 

○委員長（河本芳久君） 三好委員。 

○委員（三好睦子君） わかりました。本当に週に半日、二日あっても半日、半日で

なかなか利用しにくいので、そういうところを増やしていただくようにお願いしま

す。 

それとシャトルバスの運行の件ですけど、定期的なシャトルバスの運行では、利

用者がなくても走らないといけない状況です。このような形ではなくて、病院間の

移動が必要が生じた時にタクシーを走らせる。言わばシャトルタクシーのような感

覚で出来ないものかなと思うんですが、そういった改善をされるのかどうか御意見

をお願いいたします。お尋ねいたします。 

○委員長（河本芳久君） 千々松経営管理課長。 



－33－ 

○病院事業局管理部経営管理課長（千々松雅幸君） 三好委員の御質問にお答えいた

します。現在、シャトルバスは１台で運行をいたしております。この１台での運行

におきましては、計画的な受診と効率的な移動ということを考えますと、定時運行

というものが不可欠なものというふうになっておると思います。 

それから、このシャトルバスの特徴といたしましては、タクシーとは少し違いま

して、乗り降りが大変しやすいと言いますか、出来るだけ段差がなくなるような構

造、あるいは車いすに乗ったままでもリフトがついておりまして、スムーズに乗る

ことが出来る、利用者にとって優しい、人に優しい車両の構造になっております。

現実といたしましても、車いすでの利用者の方も現在いらっしゃいます。 

２３年度になりますが、このシャトルバスについてのアンケート調査、利用者の

アンケート調査もしておりますが、非常に満足度の高いものというふうになってお

ります。 

それから、また少し利用につきましては、もう少し利用があるのではないかとい

うところで、このシャトルバスについて、もう少し利用したくなるような、乗りや

すい。あるいは、病院間を無料で直結しているんだよということが、よくわかるよ

うなデザインの変更を今、考えてるところであります。 

また、このシャトルバスは人、患者さんやお見舞いの方だけの移動に使うだけは

なくて、現在、両病院間を結ぶ逓送便としての機能も持たせております。 

いずれにいたしましても、このシャトルバスの運行につきましては、費用対効果

のみならず利用者の状況だとか、医師確保と機能分化、機能分担の進捗状況を斟酌

しながら適宜見直しを行ってまいりたいというふうに考えております。以上でござ

います。 

○委員長（河本芳久君） 竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） この計画の立て方で、ちょっとお聞きしたいんですが、例え

ば今年度の予算、美祢の市立病院事業収益、２１億７，７３２万１，０００円って

書いてありますよね。前年度のいわゆる当初予算があそこに挙げてあるんです。２

１億５，７６４万２，０００円と。先ほどの補正で１億１，５００万ぐらい減額を

したんですよね。 

そうすると、これを見ると、去年は２１億５，７００かと、１，９００万なら頑

張られたら やれるんじゃなと思うんですが、現実には、１億３，０００万増やさ
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んにゃあこの数字にはならんのですいね。 

だから、計画の立て方が前年度当初予算が、本当に参考になるのか。あるいは補

正後の予算が、まあ普通の企業ならそっちがベースになって、計画を立てるんです

が、その辺の手法的なことでお聞きしたいんですが、現実には１，９００万の比較

が増というふうになってますが、補正後から計算するとだいたい１億３，０００万

ぐらいの増でないと駄目なんですね。もうわかった上でこういうなやり方をされて

るんかなと思うんですが、いかがですかね。 

○委員長（河本芳久君） 千々松経営管理課長。 

○病院事業局管理部経営管理課長（千々松雅幸君） 当初予算の計上の仕方、考え方

についてでございますが、基本は、２４年度の途中までの実績、それから実績見込

みに基づく補正をベースには考えております。その中であくまでも公営企業でござ

いますので、公共性の追求とやはり経済性の追求を考えなければならないというふ

うに考えております。 

経済性を追求するにあたりましては、特に美東病院におきましては、平成２４年

度に新しくＭＲＩを更新するようにいたしておりますので、積極的に整形外科、先

ほどありましたが、整形等中心としてＭＲの利用をして収益の改善アップを図って

まいりたいというふうに考えております。よろしいでしょうか。 

○委員長（河本芳久君） どうぞ。 

○委員（竹岡昌治君） 今の美東の場合は、市立病院は１億３，０００万、美東がだ

いたい１億ですよね。去年より２，７００万、当初予算に２，７００万上乗せしよ

うと。美東は、２４年度の補正で７，５００万減額してますから、足すと実際の補

正からすると１億の差がある。今言われたように医療機器のいいものを入れて、増

収を図るというのはわかります。 

ただ、私が申し上げたのは、１億３，０００万の差があるよと。これを考慮した

上で努力目標として書いてあれば、いいと思いますが、その辺のことをちょっとお

聞きしたんです。計画の立て方の時の考え方をお聞きしたんですが。 

○委員長（河本芳久君） 千々松経営管理課長。 

○病院事業局管理部経営管理課長（千々松雅幸君） 竹岡委員の御質問にお答えいた

します。経営状況、例えば平成２４年度の経営状況につきましては、各月ですか、

両院長を交えた経営戦略会議というのを開いておりまして、その中で収支の状況等



－35－ 

の見通しの検討をいたしております。ですので、当然に２４年度の決算見込みを踏

まえた上、先ほど美東の事務長のほうも申し上げましたが、それぞれの院内で目

標、ドクターを含めてお立てになられてる結果でございます。以上でございます。 

○委員長（河本芳久君） それじゃあ、本案に対する質疑がなかったら、本案に対す

る御意見はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それではこれより議案第１７号平成２５年度美祢市病院等

事業会計予算を採決いたします。 

本案について原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） 全員異議なしと認めます。よって議案第１７号は原案のと

おり可決されました。 

次に議案第１８号平成２５年度美祢市公共下水道事業会計予算を議題といたしま

す。執行部より説明を求めます。三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） 議案第１８号平成２５年度美祢市公

共下水道事業会計予算の御説明を申し上げます。黄色い背表紙の予算書をお出し下

さい。予算書１ページをお開き下さい。第２条、業務の予定量でございます。下水

道使用戸数３，９０２戸、年間総処理水量は１０２万２，０００立方メートルを予

定しております。 

事業の主なものは、幹線布設工事は日永地区でございます。枝線管渠敷設工事は

重安地区でございます。また、処理場等長寿命化計画策定事業では、維持管理、更

新のライフサイクルコストが最小になるように、具体的に更新計画を立てます。 

次ページ２ページをご覧下さい。第３条収益的収入の予定額でございます。下水

道事業収益は４億６，２３７万９，０００円、内訳は、営業収益が１億５，３７９

万４，０００円、営業外収益は３億８５８万５，０００円でございます。収益的支

出でございますが、下水道事業費用は４億４，９８６万８，０００円、内訳は営業

費用が３億３，５６１万１，０００円、営業外費用が１億１，３２５万７，０００

円と予定しております。 

では、３ページ第４条資本的収入及び支出の御説明を申し上げます。資本的収入

は、企業債、補助金、他会計補助金、受益者負担金等を併せまして、総額を３億
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２，０５９万５，０００円計上しております。資本的支出は、合計４億８，３７０

万３，０００円、主な内訳は建設改良費が５，８３８万８，０００円、企業債償還

金が４億２，４３１万５，０００円でございます。補填財源でございますが、資本

的収入が資本的支出に不足する額１億６，３１０万８，０００円及び当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額不足額３０８万９，０００円は、過年度分損益

勘定留保資金３，８５５万５，０００円及び当年度分損益勘定留保資金１億２，７

６４万２，０００円で補てんするものとしております。 

それでは７ページ、予算実施計画書をお開き下さい。営業収益の主なものは、下

水道使用料でございます。有収水量９３万７，３９２立方メートルを見込んでおり

まして、前年度比９７．１％の１億４，７１９万５，０００円を計上しておりま

す。 

  次ページ８ページをご覧下さい。支出でございます。支出は、管渠費は前年度と

同額の１，５００万円、処理場費は前年度比９８．２％の９，２５１万１，０００

円、総係費は前年度比１３８．８％の５，４０５万２，０００円でございます。人

件費が前年度に比べ、併せて２２３万５，０００円増えております。これは、平成

２４年度の予算では建設改良費で支出しておりました人件費１人分を総係費に組み

替えたためです。 

  次ページ、１０ページをお開きくださいませ。委託料は、前年に比べ１，１６８

万７，０００円増加しております。この要因は二つありまして、一つは新会計基準

対応のための移行支援業務委託料５４８万１，０００円、もう一つは平成２７年か

ら３１年度までの５年間の公共下水道事業認可申請の設計書、図書作成の委託料５

５６万５，０００円でございます。 

次に営業外費用では、支払利息が前年度比９０．５％でございます。 

１２ページにお進み下さい。資本的収入の内訳でございます。資本的収入は前年

度比９３．０％、２，４０３万１，０００円減じております。企業債２，３００万

円は、日永準幹線管渠布設工事、重安地区枝線管渠布設工事に借り入れるものでご

ざいます。国庫補助金を１，６３０万円予定しております。これは、重安枝線管渠

布設、電気設備、機械設備工事、処理場等長寿命化計画策定の補助金でございま

す。 

次の他会計補助金は、２億７，３９５万６，０００円、受益者負担金が７３３万
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８，０００円、その他負担金１，０００円を計上しております。 

支出を御説明しますと、建設改良費は前年度比９３．５％の５，８３８万８，０

００円を計上しております。前年度に比べ４０６万２，０００円の減でございます

が、この減額分は、先ほど収益的支出のところで御説明いたしました人件費を収益

的支出に組み替えたためでございます。 

次に企業債償還金でございますが、昨年度比９９．１％、３９５万８，０００円

減じておりまして、４億２，４３１万５，０００円でございます。 

では、年度末の資産の状態を表す予定貸借対照表をお開き下さい。２２ページで

ございます。まず、借方、資産の部でございます。固定資産、流動資産合わせた資

産合計は、２３ページ上から３分の１辺りに表示してございますが、１４２億９，

５７７万１，０００円でございます。 

対しまして、貸方、負債の部でございます。流動負債、固定負債合わせまして、

一番下の行でございますが、負債合計は４，２８５万９，０００円でございます。 

次ページの２４ページにまいりまして、下から２行目でございます。資本金、剰

余金合わせた資本合計は、１４２億５，２９１万２，０００円でございまして、負

債資本合計は、ページ末行１４２億９，５７７万１，０００円を予定しておりま

す。 

最後に、予算概要説明資料の２ページをお開き下さい。予算から計算した平成２

５年度の予定損益計算書でございます。この収支の結果、当年度純利益は、下から

３行目でございます。２，００１万１，０００円になります。これと繰越利益剰余

金６，９７８万９，０００円と合わせまして、当年度未処分利益剰余金は８，９８

０万円になる予定でございます。以上でございます。 

○委員長（河本芳久君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） お尋ねします。あの収益的収入及び支出の説明の中で、ペー

ジが１０ページなんですけど、この中で下水道の上から２段目の報償費についての

説明をお願いいたします。 

○委員長（河本芳久君） はい、三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） 三好委員の御質問にお答えいたしま

す。下水道を引かれる時には、受益者負担金というものがかかるようになっており
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ます。この受益者負担金は、その持っていらっしゃる土地の面積に合わせてかかる

ものでございますけれども、この支払いを５年に一括で分けることもできるけれど

も、５年間かけて支払うこともできます。その５年間の支払いを一時にまとめて支

払われますと、その払われたことに対しまして、その月数により報奨金がかかると

いうものでございます。（発言するものあり） 

○委員長（河本芳久君） はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） あの今説明で、お金を１回で支払う人には報奨金があると。

そしてこれは、今の預金利息との関係はよくわかりませんが、本当にお金がなくて

分割したら報奨金がないっていうのは、ちょっとなんか納得がいかないのですが、

（発言するものあり）あのこういった報奨金を今から改善していくようなことはな

いのでしょうか。何か昔、税金を早く払ったら報奨金があった、そのような内容の

ものなのでしょうか。どうなんでしょうか。 

○委員長（河本芳久君） はい、三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） この受益者負担金の考え方でござい

ますけれども、この受益者負担金というのは、自治省、建設省の下水道の財政研究

委員会というところが出しておられます見解では、下水道の受益者負担金と申しま

すのは、それが整備されることにより利益を受けるものの範囲が明確であって、特

定の地域で環境が改善され、未整備地区に比べて利便性、快適性が著しく向上し、

結果として当該地域の資産価値を増加させることから、受益者負担金制度が採用さ

れているものでございます。 

  受益者負担金でございますが、この報奨金を支払うかどうかっていう問題でござ

いますけれども、今県内で報奨金の制度がないところは、岩国市と山陽小野田市で

ございます。山陽小野田市は平成２０年頃にやめられたらしいですけれども、他の

市は報奨金という制度がございます。 

  ちなみに、どのくらいのものがかかっているかと申し上げますと、一番高いとこ

ろでは、美祢市は１０％でございますが、一番高いところは３０％、美祢市が一番

安い報奨金になっております。というのが現状でございます。 

○委員長（河本芳久君） ほかに質疑はございませんですか。はい、馬屋原委員。 

○委員（馬屋原眞一君） 資料のですね、５ページを見ていただきたいんですけれど

も、このあれですかね、過去ずっと９６万立法から９５の後半をですね、有収水量
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なっているんですけれども、２５年度予定は９２になっておりますし、使用戸数も

一応わずかではありますが伸ばした数字になっております。この減少は、どういう

ふうな見込みで立てられているか、お願いします。 

○委員長（河本芳久君） はい、三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） お答えをいたします。下水道の使用

量の減っている要因というのは、はっきりした理由というのは分かりませんけれど

も、はっきりした明確な理由はわかりませんが、この公共下水道が通っているとこ

ろに、以前は地方公共団体が入っていたり、国の施設が入っていたりしていると思

うのですが、それらの撤退が年々あったこと、それらが一番大きな要因ではないか

というふうに思っています。 

  あと、有収水量の伸びが鈍化していることというふうに考えております。（発言

するものあり） 

○委員長（河本芳久君） はい、三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） 失礼いたしました。工場の撤退と国

や県の施設の撤退と、大量の水を使うところが、事業所がなくなることによって、

有収水量が下がり気味であると、そのように思っております。 

○委員長（河本芳久君） ほかに質疑はございませんですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それでは、質疑はなしとみなし、本案に対する御意見はご

ざいませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） 御意見なしとし、それでは議案第１８号平成２５年度美祢

市公共下水道事業会計予算を採決いたします。 

本案について原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

次に議案第３６号山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及

び規約の変更についてを審査いたします。執行部より説明を求めます。倉重総務部

次長。 
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○総務部次長（倉重郁二君） それでは、議案書の方にお戻りいただけたらと思いま

す。議案書につきましては、３６－１ページ、参考資料につきましては、３０、３

１ページになります。 

議案第３６号山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規

約の変更についてであります。これは、平成２５年３月３１日をもって、山口県市

町総合事務組合の交通災害共済事務を共同処理する団体から山口市が離脱し、ま

た、平成２５年４月１日から、同事務組合の非常勤職員公務災害補償事務を共同処

理する団体に、光地区消防組合及び柳井地域広域水道企業団が加入することから、

地方自治法第２９０条の規定により、規約の一部を変更することについて、市議会

の議決を求めるものであります。以上で説明を終わります。 

○委員長（河本芳久君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） 本案に対する御意見はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それではこれより議案第３６号山口県市町総合事務組合を

組織する地方公共団体の数の増加及び規約の変更についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

次に議案第３９号美祢市過疎地域自立促進計画の一部変更についてを議題といた

します。執行部より説明を求めます。佐々木企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木昭治君） それでは、議案書の３９－１ページを

ご覧ください。議案第３９号は美祢市過疎地域自立促進計画の一部変更についてで

あります。 

過疎地域自立促進特別法に基づまして、平成２２年９月に作成しております美祢

市過疎地域自立促進計画に一部変更が生じましたので、同法第６条第７項の規定に

より、市議会の議決を求めるものであります。 

議案書３９－２ページをお開き願います。この度の変更は大きく５点ございま
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す。１点目は、区分、産業の振興の施策と致しまして、過疎地域自立促進特別事業

にジオパーク推進事業を追加するものでございます。 

２点目は、交通通信体系の整備情報化及び地域間交流の促進施策として、過疎地

域自立促進特別事業に、市道の長寿命化等を目的に行う市道路台帳整備を対象事業

とするため、新たに道路安心安全推進事業を追加し、また橋梁の長寿命化修繕計画

の策定を対象事業とするため、橋梁安心安全推進事業を追加するものでございま

す。 

３点目は、生活環境の整備施策と致しまして、下水処理施設に合併浄化槽設置補

助を追加し、また消防施設に消火栓整備事業を追加し、過疎地域自立促進特別事業

に施設の長寿命化を目的として行う、し尿処理施設の精密機能検査を対象事業とす

るため、環境衛生推進事業を追加するものでございます。 

４点目は、医師の確保施策と致しまして、過疎地域自立促進特別事業に看護士奨

学金の貸し付けを対象事業とするため、看護士確保事業を追加するものでございま

す。 

最後に５点目と致しまして、教育の振興施策と致しまして、過疎地域自立促進特

別事業に建物の長寿命化を目的として行う小中学校の耐震点検を対象事業とするた

め、学校施設安全安心推進事業を追加するものでございます。説明は、以上でござ

います。  

○委員長（河本芳久君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それでは、本案に対する御意見はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それではこれより議案第３９号美祢市過疎地域自立促進計

画の一部変更についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

以上で、本会議で本委員会に付託されました議案１５件につきまして、審査を終
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了いたしました。その他、委員の皆様から何か御意見ございましたら、受け付けた

いと思います。はい、坪井委員。 

○委員（坪井康男君） あのこれは、当総務企業委員会の所管事項ではございません

が、市民の健康並びに財産管理に関係する問題ですので、質問もしくは発言をさせ

ていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○委員長（河本芳久君） ちょっと、市の財産管理等につながるわけですか。それで

は一応。 

○委員（坪井康男君） まず、第１点目です。これはただ発言だけです。昨晩ある人

が私の家にみえまして、実はいよいよ明日ぐらいからっていうのはきょうですね。

ＰＭ２．５、飛散するんじゃなかろうかと思っているので、実はこのようなお願い

を執行部にしてくれと。何かと思いましたらね、私もこれ知りませんでしたが、Ｐ

Ｍ２.５の何て言いますかね、危険量ですかね、それをモニターする計測器が市役

所の前にあるんだそうですね。そうでしょうか。私知りませんでした。それでです

ね。県は各地のモニターから来た数値を見ましてね、ホームページで危険水域に来

ているよというようなことを出しているんだそうです。 

  美祢市においてもですね、ホームページに出すとともに、これあまりおじいちゃ

ん、おばあちゃんご覧になりませんのでね。ＭＹＴで危ないよということを放映し

てくれと、こういうことでございました。 

先ほどですね、福田市民福祉部長に聞きましたら、それはちゃんとやっとるぞと

いうことでございました。それで、よろしいですね。はい、安心いたしました。で

すから、ＭＹＴでやるそうですから。きょうは私先ほどからですね、咳が出て花粉

症なのかなと思っておるんですが、きょう相当飛散しているようでございます。こ

れが、１点目です。 

  ２点目はですね、実は先般の予算委員会で聞き忘れました。林副市長さんに１点

だけ、聞き洩らしたことをお聞きしますんでお答えいただきたいと思います。それ

は、美祢観光開発株式会社の決算書を見ますとね、借入金、長期借入金２，０００

万円あります。これ平成２０年度以降ずっと資料あるんですが、それには既に計上

されております。それで、この２，０００万の長期借入金は、いつどのような目的

で借り入れをされ、どこから借りておられるのか、そして返済計画はどのようにな

っているか、この１点だけ聞き洩らしましたんで、財産管理という点から質問しま
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すので、お答えをいただきたいとこのように思います。 

○委員長（河本芳久君） すぐ回答ができますか。（発言するものあり）総務企業委

員会には、それに直接関わっておる担当課が（発言するものあり） 

○委員（坪井康男君） 本会議で聞こうと思いましたけど、小さな問題ですから、こ

の場で、後で結構ですから、出していただければいいです。別にそれを持ってねど

うこう言うつもりはありません。ただまあこの前の議論のついでだけちょっと言い

ますと、それだけの借入金あるんですよと、２，０００万のね。ですから、これ大

変だなと思って、敢えて念押しです。きょう今回答をいただく必要はございませ

ん。以上です。 

○委員長（河本芳久君） それでは、御意見として執行部の方もまた配意してくださ

い。その他、委員さんからございませんですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（河本芳久君） それではございませんので、これにて本委員会を閉会をい

たします。ご審査、御協力誠にありがとうございました。お疲れでございました。 

     午後４時０７分閉会 
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